
公立大学法人奈良県立医科大学新キャンパス清掃業務仕様書 

 

 公立大学法人奈良県立医科大学新キャンパス清掃業務については、本仕様書に基づいて

実施するものとする。 

 なお、この仕様書は、業務の大要を示すものであるから、現場の状況に応じ、当然清掃

業務委託に含まれるべき軽易な業務は、本仕様書に記載されていない事項であっても、契

約金額の範囲内で発注者の要請に応じるものとする。 

 

１ 業務名 

  公立大学法人奈良県立医科大学新キャンパス清掃業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務概要 

  本業務は、公立大学法人奈良県立医科大学新キャンパス構内敷地（以下「構内」とい

う。）における日常清掃を主たる業務とし、建築物及びその敷地における衛生的環境の

確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な施設環境を整備するものである。本仕様

書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通

仕様書及び同解説（令和 5年度版）による。 

 

３ 委託期間 

  令和 7年 4月 1日から令和 8年 6月 30日まで 

 

４ 作業実施日 

  原則として、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律

（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日及び 12月 29日から翌年の 1月 3日までを 

除く。 

 なお、本仕様書に含まれない特別清掃を実施する際は、事前に発注者と実施日時を協

議し、上記の期間によらず実施するものとする。 

 

５ 業務時間 

  本業務は、午前 7時 00分から午後 6時 00分までの間に行うものとする。 

  なお、大学行事（各種入学試験やオープンキャンパス）等により発注者から指示のあ

った場合は、上記の期間によらず、事前に発注者と日時及び清掃場所を協議し、実施す

るものとする。 

 

６ 対象物件 

  奈良県立医科大学新キャンパス建物構内 



（１）敷地面積 116,547 .64 ㎡ 

（２）主要構造物の構造及び面積 

名称 構造 建築面積(㎡) 延床面積(㎡) 

講堂図書棟 ＲＣ＋Ｓ 3,697.76  5,828.53  

講義棟 ＲＣ 4,551.13  9,144.46  

実習研究棟 ＲＣ 4,551.13  9,223.52  

体育施設棟 ＲＣ＋Ｓ 3,128.28  4,289.49  

（３）詳細は別紙補足資料３「清掃図面」のとおりとする。 

 

７ 業務実施体制 

（１）受注者は、業務遂行上、必要な人員を確保しなければならない。 

（２）受注者は、本業務を実施するため、清掃責任者１人、副責任者１人を配置しなけれ

ばならない。清掃責任者は、清掃業務を総合的に把握し、調整を行うものをいい、ビル

清掃業務の経験豊かな者で、かつ、受注者による社員教育研修を終了したものを選定し

て当該清掃責任者の経歴書を事前に提出した上で、３の委託期間開始前に発注者の承認

を得ること。また、副責任者は、清掃責任者の業務を補佐するため、清掃業務の経験が

豊富な者をもって選定することとし、清掃責任者と同様、経歴書を事前に提出した上

で、３の委託期間開始前に発注者の承認を得ること。 

なお、清掃責任者は原則として６の敷地内に常駐し、誠実かつ善良なる管理者の注意

義務をもって業務を遂行しなければならないものとする。 

（３）受注者は、清掃責任者及び副責任者を含む氏名・住所・連絡先その他を記載した清

掃作業員名簿名簿を作成し、発注者に提出すること。 

（４）受注者は、清掃作業員に対し、本仕様書に基づき、清掃実施場所及び清掃業務範囲

の周知徹底を図ること。 

（５）受注者は、清掃業務を実施するに対し、常に清掃業務について教育指導を行うもの

とする。 

（６）受注者は、清掃責任者を変更する場合は、変更する１ヶ月前までに変更後の清掃責

任者の経歴書を事前に発注者に提出し、承認を得ることとする。 

（７）清掃責任者、副責任者を含む清掃作業員は、統一の清潔な専用被服に、会社名・氏

名の入った名札を着用し、業務にあたること。また、言語動作に十分注意し、他の者に

不快の念を与えないように注意しなければならない。 

（８）清掃業務実施に伴う清掃作業員等の疾病、傷害、その他の事故については、受注者

の責任において措置するものとする。 

 

８ 清掃作業内容 

 清掃作業の内容は補足資料１「清掃作業要領」、補足資料２「清掃作業明細表」及び 



補足資料４「トイレ台数及び衛生消耗品数量表」のとおりとする。 

 

９ 実施計画及び実施報告 

（１）業務実施計画等の提出 

  受注者は、業務組織表、清掃作業員名簿及び業務計画書を発注者が指定する職員（以

下「監督員」という。）に提出し、３の委託期間開始前に承諾を得ること。また、あら

かじめ監督員と協議の上、月間作業予定表を作成し、前月末までに監督員に提出するこ

と。 

（２）実施報告書の提出 

  受注者は、作業実施後、作業実施報告書を作成し、翌月７日までに監督員に提出する

ものとする。また、本仕様書に含まれない特別清掃を実施した場合は、実施前と実施後

の日付入り写真を合わせて提出すること。 

（３）持込備品表の提出 

  受注者は、業務の履行に必要な持込機材を一覧表で監督員に提出し、使用前に承諾を

得ること。また、清掃ロボット等の特殊機材を使用する場合は、事前に設置場所・台数

等について発注者と協議を行うこと。 

 

１０ 経費区分 

（１）発注者は、清掃業務を実施するために必要な諸施設を受注者に使用させるものとす

る。受注者は、清掃業務を実施するために必要な諸施設の利用にあたっては、常に整理

整頓し善良な管理を行うものとする。また、借用した鍵は慎重に取り扱い、業務を遂行

するために必要な場合に限って使用するものとする。 

（２）受注者の清掃作業員が清掃員控室で使用する電気・水道・ガス・電話は無償で使用

できるものとする。なお、受注者の清掃作業員は、光熱水・電話の使用を必要最小限に

とどめるよう努めるものとする。 

（３）受注者の清掃作業員が清掃員控室で使用するロッカー、机、椅子、その他什器類は

受注者の負担により設置するものとする。 

（４）業務を実施するための必要な資機材（ワックス、ウエス、潤滑油、ビニール袋、洗

剤等）、トイレットペーパーは受注者の負担とする。ただし、ハンドソープ、草刈用機

材は発注者が用意したものを使用するものとする。 

（５）発注者が使用を認めた清掃ロボット等については、受注者の責任のもと管理するも

のとし、その破損・盗難・紛失について発注者は一切責任を負わないものとする。 

 

１１ その他事項 

（１）清掃用具は、各材質の特性を十分検討のうえ、最適の清掃資機材を使用すること。 

（２）受注者は、清掃業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法その他労務



関係諸法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うものとする。 

（３）受託者は、委託者の要求があったときは、業務完了時の立会検査に応じるものとす

る。 

（４）清掃業務の実施に当たり、発注者職員から指示があった場合は、その指示に従うこ

と。 

（５）清掃業務が円滑に履行できるよう、発注者・受注者双方において、適宜打合せを行

うものとする。 

（６）清掃作業員は、清掃業務の実施中に施設設備の汚損・破損・不具合又は消耗品の不

足等が見られた場合、速やかに清掃責任者を通じて発注者の施設管理担当者に報告する

こと。 

（７）発注者は、受注者の清掃業務が、契約書、仕様書、清掃作業表及びその他協議によ

り定めた事項に適合しないと認めたときは、その業務内容の変更及び手直しを命じるこ

とができるものとする。 

（８）受注者は、契約の解除又は履行期間満了後に、次期業務受注予定者が円滑に受注業

務を遂行できるよう、業務引継書を契約満了日の前５日迄に作成しなければならない。

また、発注者及び次期業務受注予定者立会いのもと、契約満了日までに業務引継を完了

しなければならない。 

（９）受注者は、業務遂行上、故意又は過失により第三者等に損害を与えた場合には、そ

の賠償責任を負うものとする。 

（１０）本仕様書に記載の無い事項であっても、発注者から要望があった際はその指示に

従い、誠実に対応するものとする。 


